
2026（令和8）年度山形県川西町・愛知大学
本間喜一奨学金
「本間喜一奨学金」は、東北六県から愛知大学地域政策学部地域政策学科へ進学・就学し、
卒業後、地域貢献を志す者の人材育成を図るため、山形県川西町が「川西町本間喜一顕彰基金」を
活用し、就学支援（奨学金の給付）を行うものです。

◎対　象

◎支給額

◎対象学部・学科 地域政策学部 地域政策学科（愛知大学豊橋校舎：愛知県豊橋市）

●山形県川西町と愛知大学との繋がり

年額75万円
4年間の継続支給（         ）

300万円
給付

東北六県（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県）からの入学生

愛知大学
地域政策学部※1

※1 2026年度 地域政策学部入学生にて算出、上記の金額は本学の事情により改定する場合があります 　※2 文部科学省令による標準額

Ａ－Ｂ
4年間の学納金

Ｂ
本間喜一奨学金

（参考）国立大学※2

Ａ
入学金＋4年間
の授業料

1,390,000円（奨学生）3,000,000円4,390,000円

2,425,200円2,425,200円

　東亜同文書院大学最後の学長を務めた本間喜一（山形県川西町出身、後に最高裁判所初代事務総長、名誉学長）が
東亜同文書院大学等の教職員・学生を集め、1946年11月に愛知大学を設立しました。
　また、2014年、山形県川西町と愛知大学とで連携・協力に関する協定を締結し、毎年、山形県川西町にてフィールド
ワーク・共同研究事業を展開しています。

　奨学金制度で愛知大学に興味を持ち、過疎化や
少子高齢化など身近な地域課題を学ぼうと入学を
決めました。返済の義務がない奨学金なので、将来
の経済的不安を感じずに学業に打ち込んでいま
す。ゼミでは地域密着型の商品開発プロジェクトに
取り組み、卒業後は地元に貢献できるような仕事
に関わりたいと考えています。

●地域政策学部地域政策学科の学び

地域の課題解決を学び、
地元に貢献する人材に。

●奨学生の声

地域政策学部 地域政策学科
高橋 凜夏さん　山形県立長井高校出身

　地域政策学部地域政策学科は「地域を見つめ、地域を活かす」をモットーに、少子高齢化
や産業のグローバル化などにより大きく変化する地域社会を見据え“課題発見”と“課題解
決”の力である「地域貢献力」を備えた人材の育成に取り組んでいます。
　専門分野は、「公共政策」「経済産業」「まちづくり・文化」「健康・スポーツ」「食農環境」の
5コースを設置。少人数クラスでの演習や実習などアクティブ・ラーニングを多く取り入れ、
地域の課題を解決するためのスキルを養います。
　学生地域貢献事業をはじめとする地域連携活動も充実し、学生一人ひとりの目標や関心
に応じた主体性のある学びで、行政をはじめ幅広い業界へ卒業生を送り出しています。

本間喜一（1891～1987年）

※詳しくは、裏面の募集要項をご確認ください。

山形県東置賜郡

川西町

地域を捉える
５つの
専門分野

公共政策コース
公共マインドを養い、
政策立案能力を磨く

まちづくり・文化コース
地域文化に根ざした
未来のまちをつくる

経済産業コース
国際的な観点も交えて
産業振興に取り組む

健康・スポーツコース
健康ではつらつとした
地域づくりに向けて

食農環境コース
農業や水産業を活用し
活力ある地域をつくる

〈地域政策学部地域政策学科 ５コース〉



山形県川西町・愛知大学本間喜一奨学金

【お問い合わせ先】 愛知大学企画部入試課 TEL（052）937-8112・8113（平日9時00分～17時00分）
※2025年4月現在のものであり、内容変更、または見直しがされることがあります。

募集要項

目　的1

奨学金額（給付型）2

奨学生数3

対象学部4

申請資格5

奨学金給付条件6

奨学金給付までのプロセス7

その他8

愛知大学と山形県川西町の振興発展をめざし、東北六県（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県）から
愛知大学へ進学・就学し、卒業後、地域貢献を志す者の人材育成を図るため、実施するものです。

総額300万円　※年額75万円　４年間継続支給
※山形県川西町より給付します。継続には条件があります。

3名以内

地域政策学部 地域政策学科

愛知大学在学中の３年次終了までに、山形県川西町にて実施するインターンシップを２回行うことが必要です。（各５日間）

以下の条件にすべて該当する者。
① 地域政策学部地域政策学科に入学した者。
② 申請者が在学していた高等学校（特別支援学校の高等部も含む）または中等教育学校の所在地及び申請者の
　 保護者の居住地が東北六県の者。

① 学生の身分を失ったとき、学則の定めにより停学又は退学の処分を受けたとき等は、奨学生の資格を取り消し、
　 当該年度の奨学金を返還することになります。
② ３年次終了時までに、山形県川西町にて実施するインターンシップを２回行わなかった場合は、
　 ４年次の奨学金は給付しません。

① ２０２6（令和8）年度入学者に対し募集
② 奨学金給付申請
③ 申請書類等により面接
④ 奨学金給付決定

【２０２6（令和8）年４月】
【２０２6（令和8）年４月～５月】
【２０２6（令和8）年６月～７月】 豊橋校舎で実施（予定）
【２０２6（令和8）年８月】




